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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社は、2021年11月９日付けの「特別調査委員会の設置及び2022年３月期第２四半期決算発表の延期に関するお知ら

せ」で公表しました通り、外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、一部の取引

について会計処理の適切性に疑念があることを認識しました。かかる事態を受け、当社は2021年11月９日に外部の専門

家を委員長とする特別調査委員会を設置し、調査を進めて参りました。

　当社は2022年１月27日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、売上の前倒し計上、架空売上の計上及び架空原価

の計上等の不適切な会計処理の修正が必要との判断をいたしました。

　これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表等及び財務諸表等、四半

期財務諸表並びに四半期連結財務諸表で対象となる部分について訂正することにいたしました。

　これらの決算訂正により、当社が2017年８月10日に提出いたしました第18期第１四半期（自　平成29年４月１日　

至　平成29年６月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24

条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期財務諸表については、南青山監査法人の四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報

告書を添付しております。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

　第１　企業の概況

　第２　事業の状況

　第４　経理の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第18期

第１四半期累計期間
第17期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （千円） 146,112 1,009,333

経常利益又は経常損失（△） （千円） △23,337 269,371

当期純利益又は四半期純損失

（△）
（千円） △13,117 171,842

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 62,049 62,049

発行済株式総数 （株） 4,370,000 1,092,500

純資産額 （千円） 778,410 842,125

総資産額 （千円） 1,112,228 1,251,610

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △3.00 44.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － 41.06

１株当たり配当額 （円） － 50.00

自己資本比率 （％） 69.6 67.3

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．当社は、第17期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第17期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

５. 第18期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

６．当社は、平成28年９月12日付で普通株式１株につき300株の割合で、平成29年４月１日付で普通株式１株に

つき４株の割合で株式分割を行いました。１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当

たり四半期（当期）純利益金額は、株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定し算定しています。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第１四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出は回復が一服しているものの、堅調な雇用・取得情勢を受け

て、個人消費も緩やかに回復をしております。ただし、働き方改革等の影響もあり、国内大手メーカーでは、業務

効率化・コスト削減の動きが続伸しております。そのなかで、当社が提供しているマニュアル制作の高効率化を実

現するサービスは、企業のニーズとマッチしており需要が高まっております。

　このような経済環境のなか、当第１四半期累計期間では、前事業年度から継続する重点顧客戦略を強化するため

に名古屋に営業拠点を設けました。また、前事業年度での懸念事項であった人員不足を解消すべく、中途人材の採

用及び来事業年度に向けての新卒採用等、人材募集に注力し、事務所の借り増し等の受入れ準備を進めるなど、事

業促進のための施策・投資に積極的に取り組みました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間における業績は、売上高146,112千円、経常損失23,337千円、四半期純損失

13,117千円となりました。

 

　当第１四半期累計期間の業績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

①　MMS事業

　MMS事業においては、売上高の季節的変動要因の影響はあるもののe-manual利用案件の積み上げもあり、売上

高69,530千円、セグメント利益14,580千円となりました。

 

②　MOS事業

　MOS事業においては、重点顧客への積極的な是正提案等を進めておりますが、売上高の季節的変動要因の影響

により、売上高76,582千円、セグメント利益25,397千円となりました。

 

　なお、当社は前第１四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、前年同期比は記載して

おりません。

 

（参考）売上高の季節的変動について

　当社の主要顧客先は国内大手メーカーであることから、国内大手メーカーの予算執行期日が事業年度末である３

月および９月に集中する傾向にあるため、当社の売上高の計上時期が第２四半期会計期間と第４四半期会計期間に

偏る傾向が高い反面、販売費及び一般管理費は各四半期毎に概ね均等に発生するという季節的変動要因がありま

す。
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(2）財政状態の分析

　資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間末の総資産は1,112,228千円となり、前事業年度末に比べて139,381千円の減少となりまし

た。

（流動資産）

　流動資産は1,061,531千円となり、前事業年度末に比べて158,154千円減少となりました。これは主に、未払法人

税等の支払いや剰余金の処分を行ったこと等により現金及び預金が112,386千円減少したこと、受取手形及び売掛

金が60,481千円減少したことによるものであります。

 

（固定資産）

　固定資産は50,697千円となり、前事業年度末に比べて18,772千円増加となりました。これは主に、投資その他の

資産が20,445千円増加したことによるものであります。

 

（流動負債）

　流動負債は178,643千円となり、前事業年度末に比べて65,738千円減少となりました。これは主に、未払法人税

等が71,596千円、支払手形及び買掛金が26,435千円減少したもののその他が19,611千円増加したことによるもので

あります。

 

（固定負債）

　固定負債は155,174千円となり、前事業年度末に比べて9,928千円減少となりました。これは主に、社債が5,000

千円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

　純資産合計は778,410千円となり、前事業年度末に比べて63,714千円減少となりました。これは、主として、剰

余金の処分を行ったこと等により利益剰余金が67,742千円減少したことによるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた事項はあり

ません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,896,000

計 16,896,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成29年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 4,370,000 4,370,000
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式であり、権利

内容になんら限定のない当社

における標準となる株式であ

ります。なお、単元株式数は

100株であります。

計 4,370,000 4,370,000 ― ―
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（２）【新株予約権等の状況】

　当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第３回新株予約権

決議年月日 平成29年５月９日

新株予約権の数（個） 1,000（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 3,805（注）２

新株予約権の行使期間 平成30年７月１日～平成32年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　3,805

資本組入額　1,903

新株予約権の行使の条件

(1）行使条件

①　本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予

約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取

得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が

生じた本新株予約権の行使は認められないものとす

る。

②　新株予約権者は、権利行使時においても、当社また

は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、取締役会が正当な理

由があると認めた場合にはこの限りではない。

③　新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新

株予約権の権利行使は認めないものとする。

(2）その他の条件

　当社と本新株予約権者との間で締結される「第３回新

株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残

存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホ

までに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付

することとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに

発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
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新株予約権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）２で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額

に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちい

ずれか遅い日から、本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までと

する。

(6）新株予約権の行使の条件

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7）増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(9）新株予約権の取得事由

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成29年４月１日 3,277,500 4,370,000 ― 62,049 ― 53,998

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　　1,091,600 10,916 単元株式数は100株であります。

単元未満株式 900 ― ―

発行済株式総数 1,092,500 ― ―

総株主の議決権 ― 10,916 ―

（注）　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成29年４月１日から平成29

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期財務諸表については、南青山監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

４　最初に提出する四半期報告書の記載上の特例
　当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン　24の４の７－６」の規定に準じて、前年同四半期との対比は

行っておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成29年６月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,055,119 942,733

受取手形及び売掛金 116,528 56,046

仕掛品 157 4,902

未収還付法人税等 - 8,827

その他 48,142 49,160

貸倒引当金 △261 △139

流動資産合計 1,219,685 1,061,531

固定資産   

有形固定資産 4,561 4,238

無形固定資産 21,630 20,281

投資その他の資産 5,731 26,177

固定資産合計 31,924 50,697

資産合計 1,251,610 1,112,228

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 60,817 34,381

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 9,996 9,996

未払法人税等 71,596 -

賞与引当金 10,656 14,822

仮受金 ※ 1,880 ※ 10,396

その他 59,435 79,047

流動負債合計 244,381 178,643

固定負債   

社債 100,000 95,000

長期借入金 35,006 32,507

その他 30,097 27,667

固定負債合計 165,103 155,174

負債合計 409,485 333,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 62,049 62,049

資本剰余金 325,407 325,407

利益剰余金 454,317 386,574

自己株式 － △125

株主資本合計 841,773 773,904

新株予約権 352 4,506

純資産合計 842,125 778,410

負債純資産合計 1,251,610 1,112,228
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 ※ 146,112

売上原価 44,767

売上総利益 101,344

販売費及び一般管理費 122,389

営業損失（△） △21,044

営業外収益  

受取利息 1

営業外収益合計 1

営業外費用  

支払利息 581

売上債権売却損 1,711

営業外費用合計 2,293

経常損失（△） △23,337

税引前四半期純損失（△） △23,337

法人税、住民税及び事業税 △8,827

法人税等調整額 △1,391

法人税等合計 △10,219

四半期純損失（△） △13,117
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※　仮受金

　当社の架空売上に係る売上代金の一部又は全部について、当社の役員等より偽装入金されたものであります。

 

（四半期損益計算書関係）

※　売上高の季節変動

　当社の主要顧客先は国内大手メーカーであることから、国内大手メーカーの予算執行日が事業年度末であ

る３月および９月に集中する傾向にあるため、当社の売上高の計上時期が第２四半期会計期間および第４四

半期会計期間に偏る傾向があります。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 1,673千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 54,625 50 平成29年３月31日 平成29年６月30日

 

２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３　株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期損益
計算書計上額
（注２） MMS事業 MOS事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 69,530 76,582 146,112 － 146,112

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 69,530 76,582 146,112 － 146,112

セグメント利益又は損失

（△）
14,580 25,397 39,978 △61,022 △21,044

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配賦しない全社費用が含まれており、主

に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期財務諸表の営業損失と調整を行っております。

 

EDINET提出書類

グレイステクノロジー株式会社(E32811)

訂正四半期報告書

14/18



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △3円00銭

（算定上の基礎）  

四半期純損失金額（△）（千円） △13,117

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △13,117

普通株式の期中平均株式数（株） 4,369,978

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失金額であるため、記載しておりません。

２．平成29年２月13日開催の取締役会決議により、平成29年４月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を

行っております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和４年７月28日

グレイステクノロジー株式会社

取締役会　御中

 

南青山監査法人

 

 
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 桂川　修一

 

 
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 高口　洋士

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているグレイステクノ

ロジー株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第18期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年４月１

日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る訂正後の

四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、グレイステクノロジー株式会社の平成29年６月30日現在の財政状態及び同日を

もって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

 

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、元監

査人は、訂正前の四半期財務諸表に対して平成29年８月９日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当監査法人は、

当該訂正に伴い、訂正後の四半期財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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